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平成３１年度保安検査（保安規定の遵守状況の検査）について 

 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第３７条第５項の規定に基づく平成３１年度保安検査について、原

子力規制委員会は、別紙のとおり実施することといたしました。 

つきましては、検査を実施する貴事業所に対しても別紙の内容についてお知

らせいたします。 

 

 

 

 



 
 

 

原規規発第１９０４０１５号 

 平成３１年４月１日 

 

 

 

平成３１年度保安検査（保安規定の遵守状況の検査）について 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和３２年法律第１６６号）第３７条第５項の規定に基づき、試験研究用

等原子炉設置者及びその従業者が守らなければならない保安規定の遵守状況の

検査（平成３１年度保安検査）について、別添のとおり実施することとする。 

  



 
 

（別添） 

 

１．検査実施場所 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター 

 

２．検査実施時期 

（１）第１四半期：４月～６月（このうちの１０週間程度） 

（２）第３四半期：１０月～１２月（このうちの１０週間程度） 

 

３．検査担当職員 

東通原子力規制事務所職員 他 

 

４．検査項目 

平成３１年度保安検査において実施する検査項目については、以下に掲げ

る項目とする。なお、以下の項目に限らず、必要に応じて項目を選定し検査

を実施する。 

（１） 基本検査で実施する保安検査の内容 

①保守管理の実施状況 

・廃止措置中の保安活動 

 

（２）追加検査で実施する保安検査の内容 

該当なし 

  


